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千葉市内で発見された化学弾の可能性

が高い砲弾の無害化処理等について
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１．発見・回収された砲弾の概要について

【① 発見・回収の経緯】
平成19年に稲毛区の民間研究農場において、化学砲
弾の可能性のある砲弾が４発発見された千葉市の事
案については、平成20年度に実施した物理探査により、
砲弾の可能性がある検知点が認められたことから、平
成21年度に掘削確認調査を実施し、化学砲弾の可能
性のある砲弾を171発回収しました。
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【② 砲弾の状態と措置】
回収された砲弾には信管
はありませんでした。
また、表面は錆びているも
のの、弾殻は健全であり、
化学剤の漏えいはありませ
んでした。

すべての砲弾は、回収直後に、アルミラミネート袋に密
封措置し、そのうえで、専用の保管容器に収納し、現在、
一時保管施設において安全に一時保管しています。

掘削確認調査により発見された迫撃砲弾
（砲弾の直径は約 9cm、長さは約 40cm、
重量は約 5kgです。）
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【③ 砲弾の種類】
砲弾の種類については、表面が錆びていることから識
別は困難ですが、その形状・大きさ・重量等から、旧陸
軍の95式きい弾及び同あか弾のいずれかに該当する
と推定されます。
（個々の分類については、今後、無害化処理の実施
までに精査する予定です。）
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種類
（旧日本軍で名称）

化学物質 性 状 急性症状

びらん剤
（きい剤）

マスタード及び
ルイサイト若しく
は両物質の混
合（液体）

液体から
気化する

皮膚に付着すると数時間後に痛み
を伴う、びらん症状を呈す。

目や呼吸器の粘膜を冒し、水疱・
潰瘍を生じる。
大量の暴露時は死に至る。

【④ 砲弾に含まれている可能性のある内容物について】

きい弾の場合には、硫黄マスタードとルイサイトといった
「びらん剤」と呼ばれる化学剤が充填されています。これ
らは常温では液体です。一時保管に使用しているアルミ
ラミネート袋及び保管容器は、これらが内部で漏えいし
ても耐え得るものを使用しています。
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【④ 砲弾に含まれている可能性のある内容物について】

一方、あか弾の場合には、ジフェニルシアノアルシンや
ジフェニルクロロアルシンといった「くしゃみ剤」と呼ばれ
る化学剤が充填されています。これらは常温では固体で
す。熱を加えない限り揮散することはありません。
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２．砲弾に対する措置状況について

掘削確認調査においては、環境省職員が防護装備を
装着した上で、全ての砲弾に関する以下の確認を行いました

一時保管

一時保管施設
において安全
に一時保管中

掘削確認調査実施時の安全性の
確認

掘削確認調査実施時の安全性の
確認

①信管の有無の確認
→全ての砲弾に信管は存在せず全ての砲弾に信管は存在せず

（適切な取扱をすれば砲弾が爆発する（適切な取扱をすれば砲弾が爆発する

危険性がないこと危険性がないことを確認）を確認）

②化学剤の漏えいの有無の確認
→全ての砲弾に化学剤の漏えいなし全ての砲弾に化学剤の漏えいなし
（適切な取扱をすれば化学剤が漏えい（適切な取扱をすれば化学剤が漏えい
する危険性がないことを確認）する危険性がないことを確認）

密封梱包措置
（封じ込め）

土中から回収後、すべ
ての砲弾をアルミラミ
ネート袋に密封した上
で専用の保管容器（鉄
製）に収納し、安全な
一時保管が可能な状
態に措置
（アルミラミネート袋及
び保管容器は、硫黄マ
スタードやルイサイト
が内部で漏えいしても
耐え得るものを使用）

密封梱包措置
（封じ込め）

土中から回収後、すべ
ての砲弾をアルミラミ
ネート袋に密封した上
で専用の保管容器（鉄
製）に収納し、安全な
一時保管が可能な状
態に措置
（アルミラミネート袋及
び保管容器は、硫黄マ
スタードやルイサイト
が内部で漏えいしても
耐え得るものを使用）

砲弾の状態が不明なため、慎重な作業を要する状態
砲弾の安全な取扱が
可能になった状態

無害化処理
平成23年度に
無害化処理を
実施します。

無害化処理
平成23年度に
無害化処理を
実施します。

今後の取り組み
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３．安全・確実な無害化処理を実現するための要素

砲弾の無害化処理
に必要な要素

安全な
取扱・処
理が可

能である
か 周辺環

境から管
理可能

か

化学剤
の処理

が徹底さ
れるか

火薬類
取締法

を満足で
きるか

化学剤
の有無

を監視で
きるか

適切な
用地が

確保でき
るか

砲弾の安全・確実な無害化処理を実
施するために必要とされる要素として
は、大きく分類して、左図にある６点で
あると考えます。
これらの要素は、作業従事者の安全
対策としても重要です。

無害化処理施設の設置用地としては、
①一般住民の居住区域から可能な限
り離れていること、

②工事や警備が容易であり、不審者
が侵入しにくい場所であること、

③火薬類取締法の規定（保安距離
等）を満足できること

等が必要です。これらに適合する用
地について環境省・千葉県・千葉市が
協議した結果、用地は、中央区川崎
町にある千葉県県有地としました。
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＜無害処理施設の設置予定地＞
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設置予定地

４．砲弾の無害化処理施設に対する要求性能

無害化処理設備は、国内外で処理実績のある
制御爆破炉もしくは加熱燃焼炉と、排ガス処
理設備（2次燃焼炉、クエンチャ、スクラバ、
HEPA/活性炭フイルタ）で構成する。そして、
化学剤の無害化処理の徹底性を確実に実現
した設備を使用することとし、万一保管容器内
で異常が認められた場合でも保管容器ごと処
理可能とする。

無害化処理施設を、排気浄化装置付きの仮設
２重テント（コンティンメント）で覆い、内部を負
圧に保ちながら運転する。

無害化処理を実施する際には、処理施設内や
排ガス系において、化学剤に関するモニタリン
グを常時実施する。

テント内部の空気は外部へは漏れ出るこ
とはなく、内部空気は浄化してから環境
中に排出される無害化処理施設とする。

モニタリング機器や携帯型化学剤検知器
で化学剤の有無を常時監視する。

砲弾を解体することなく無害化処理が実
施可能であり、化学剤の無害化処理は
炉内で完結させることができる（炉外に
化学剤は漏れ出ない）無害化処理施設
とする。

環境省の要求性能

化学弾の可能性のある砲弾は、保管容器に入
れたまま無害化処理施設に運搬し、無害化処
理に際しては、処理を行う直前まで開封しない。

化学剤が漏えいする危険性がない状態
での運搬・取扱・無害化処理が実施可
能な無害化処理とする。

管理された空間での処理の実現

監視による安全な作業の実現

安全な取扱の実現

安全かつ徹底した処理の実現
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一時保一時保
管施設管施設

仮囲い

土堤土堤

排気浄化装置 仮囲い

排ガス処
理装置

（負圧管理）

第２コンテインメント

第１コンテインメント

炉

＜無害化処理施設のイメージ＞
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①制御爆破炉もしくは加熱燃焼炉

・本事業での処理の対象物は９０ｍｍ化学弾であるが、より
安全性を考慮して１０５ｍｍ化学弾を２００発以上処理可能
な耐久性を有するものとしている

・保管容器に収納した状態での処理が可能であるもの

・処理後の弾殻の排出等の際、炉内部の空気等が炉外に
漏れ出ないこと

・万が一、炉内で不具合が生じた場合であっても、炉の搬入
口を開けることなく、炉内を一定時間高温処理できること
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②排ガス処理装置

・２次燃焼炉： １２００℃で２秒以上保持

・クエンチャ： 二次燃焼ガスを急冷しダイオキシン類の再合成を抑制

・スクラバ（酸、アルカリ）： 排ガス中のヒ素化合物、塩化水素、亜硫酸
ガス等を洗浄・除去

・ＨＥＰＡ／活性炭フィルタ： 化学剤、無機ヒ素化合物を吸着

排ガス処理系は気密性を備え、内部を負圧に管理すること

炉

排ガス

二次燃焼炉 クエンチャ スクラバ HEPA/活性炭
フィルタ
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③仮設二重テント（コンテインメント）

第1コンテインメント

・炉と保管容器開梱場所を包含隔離

・ＨＥＰＡ／活性炭フィルタを使用した排気浄化装置で負圧管理
（②排ガス処理設備との兼用不可）

第2コンテインメント

・第1コンテインメント、排ガス処理設備、排水貯蔵タンク、廃棄
物一時保管場所を包含隔離

・第2コンテインメントから第1コンテインメントへ空気が流れるよ
うに負圧管理

・不浸透性のコンクリート床

・不浸透性のコンクリート床
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④作業環境モニタリング・排気モニタリング

最低限、５箇所のサンプリング地点を設定し、処理施設の運
転中は、硫黄マスタード及びルイサイトの有無を常に監視

・第1コンテインメント内部

・第2コンテインメント内部

・排ガス処理設備のＨＥＰＡ／活性炭フィルタ

・排気筒接続管

・排気浄化装置のＨＥＰＡ／活性炭フィルタ

⑤周辺環境モニタリング

無害化処理施設の敷地内の４点において大気調査を実施

排ガス中の総ヒ素濃度も、処理施設の運転中は毎日測定
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５．各作業工程における砲弾の状況について

砲弾は保管容器に収納されたままの状態
（保管容器は開封しない）

砲弾は保管容器に収納されたままの状態
（保管容器は開封しない）

一時保管
（現在）

無害化処理施設
までの運搬

無害化処理施設
での一時保管

処理の直前に、
保管容器の内部状況を

確認してから開封

処理の直前に、
保管容器の内部状況を

確認してから開封

無害化処理

○ 砲弾は、布袋に収納してか
ら、アルミラミネート袋に入れて、
ヒートシーラにより密封してお
り、化学剤の漏えいを防止して
います。

○ さらに、密封完了した砲弾は、
緩衝材を取り付けたうえで、硫
黄マスタードやルイサイトが漏
えいした際の圧力に耐え得る
保管容器に収納しています。

砲弾に係る作業工程の流れ

砲弾の保管状態
蓋に検知孔があり、蓋を開封することなく、
ここから内部での漏えいの有無を携帯型化
学剤検知器で確認することが可能

アルミラミネート袋
に密封した砲弾緩衝材
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砲弾の安全な
無害化処理の実施が
可能な技術提案を受け
無害化処理に取り組む

【【ポイント①ポイント①】】

砲弾の処理は炉内で完
結することができるよう
な無害化処理施設とし
ます（砲弾を炉外で処理
したり焼却することは行
いません） 。

【【ポイント②ポイント②】】

保管容器の開封は、仮
設テント内で排気浄化
装置により負圧に保た
れた空間で、モニタリン
グしながら実施します。

【【ポイント③ポイント③】】

保管容器を空ける前に
検知孔を使用して、携
帯型化学剤検知器によ
り内部での漏えいの有
無を必ず確認します。

【【ポイント④ポイント④】】

保管容器の内部で漏えいが認められた場合は、保管容
器ごと無害化処理します（この場合は、保管容器の蓋を
開封したり、中から砲弾を取り出すことはありません）。
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・運搬車両として有蓋車を使用

・運搬車両の前後に警備用の車両を各１台配置

・緊急時対応可能要員の添乗と資機材等の携行

・運搬中の携帯型化学剤検知器による連続監視

稲毛区の一時保管施設から無害化処理施設敷地内の一時

保管施設へ運搬

・荷室内の温度は5～10℃に管理

＜砲弾の運搬業務での要求事項＞
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Step3 無害化処理施設の本格運転の実施

Step2 無害化処理施設の試運転・確認試験の実施

105mm化学弾・90mm化学弾の模擬物（模擬化学剤と火薬を充
填）を使用して処理施設を運転し、以下の確認を実施。
全ての設備が健全に機能するか
炉の破損等の有無の確認
排ガス処理設備の安定性
電源喪失や不具合の発生等を想定した安全な緊急停止 等

試運転の実施

（これに合格しなけ
れば確認試験は実

施できない）

確認試験の実施

（これに合格しなけ
れば本格運転は実

施できない）

Step １ 無害化処理施設の完成

1発の砲弾の無害化処理を実施し、モニタリングで化学剤の検出
がなく、処理後の分析で以下の条件を満足していることを確認。
○炉内残渣物・付着物の分析
硫黄マスタード及びルイサイト：検出限界未満であること
ジフェニルシアノアルシン及びジフェニルクロロアルシン：0．5mg/kg以下

（含有量）であること
○排ガスの分析
総ヒ素：0．05mg/Nｍ3以下であること

要求性能を満足していることの確認へ

要求性能が満足していることを確認済

＜無害化処理施設完成後の確認＞
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Step3 無害化処理施設の本格運転の実施

作業中の携帯型化学剤検知器による連続監視

砲弾の多数同時搬入の禁止

保管容器の開封前における化学剤の漏洩の有無の確認

（検知孔のねじをゆるめて保管容器内における漏洩の有無を確認）

Step ４ 廃棄物の処理

廃棄物の一時保管は第２コンテインメント内で行う

液体廃棄物：無害化処理実施後に発生する液体廃棄物及び固体廃棄

物は全量を回収・保管し、産業廃棄物として処理
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平成23年
3月末

無害化処
理業務請
負業者と
契約予定

平成23年
4月以降

無害化処
理施設詳
細設計・
設置業務
開始予定

平成24年
3月末

無害化処
理施設撤
去・現状
復帰の完
了見込み

平成23年
冬以降

無害化処
理施設の
運転実施
見込み
（平成24
年2月頃
まで）

無害化処理施設の
設置作業は、平成
23年4月以降を見
込んでいます。
無害化処理は、平
成23年冬以降に実
施し、全ての処理と
原状復帰するのは
平成24年3月末を
見込んでいます。

６．今後のスケジュールのイメージ

事業の節目毎に住民説明会等の実施
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